
○岡山市手話通訳者派遣事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，聴覚障害者等に対し手話通訳者を派遣することにより，聴覚障

害者等の意思疎通の円滑化及び社会参加の促進並びに福祉の向上を図る岡山市手話

通訳者派遣事業について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 聴覚障害者等 聴覚障害者又は音声・言語機能障害者をいう。 

（２） 手話通訳者  手話通訳者全国統一試験に合格した者及び当該者と同等の

能力を有すると市長が認めた者のうち，岡山市手話通訳者・

要約筆記者の登録に関する要綱により市が登録をしたものを

いう。 

（３） 遠隔手話通訳 離れている場所からテレビ電話を通じて行う手話通訳をい

う。 

 （実施主体） 

第３条 この事業の実施主体は岡山市とする。 

 （市の責務） 

第４条 市はこの事業に従事する手話通訳者の健康と安全の確保に努めなければなら

ない。 

（派遣対象者等） 

第５条 市長は，次に掲げる要件のいずれをも満たす者に対し，手話通訳者を派遣す

る。 

（１） 市内に住所を有する聴覚障害者等又は市内に活動拠点を置く聴覚障害者等

で構成する団体であること。 

（２） 公的機関，医療機関又は教育機関に出向く等社会生活上通訳が必要不可欠

な場合及び社会参加促進の観点から通訳が必要と認められること。 

（３） 手話通訳者の派遣時間が，原則として午前９時から午後５時までの間で，

１回につき４時間以内であること。 

（４） 派遣回数が，同一の派遣対象者につき１週当たり５回までで，かつ，合計

時間が１８時間以内であること。 

２ 前項の規定にかかわらず，派遣場所の市町村等に対して，当該市町村等に登録さ



れている手話通訳者の派遣を依頼するものであって，かつ，前項各号のいずれをも

満たすものは，この要綱による派遣事業とする。 

（派遣の申請） 

第６条 手話通訳者の派遣を受けようとする者（遠隔手話通訳の利用を希望する者も

含む。）（以下「利用者」という。）は，派遣を希望する日の７日前までに，手話

通訳者派遣・遠隔手話通訳申請書（様式第１号）により市長に申請しなければなら

ない。ただし，緊急時等やむを得ないときは，この限りでない。 

（派遣の決定） 

第７条 市長は，前条の規定による申請があったときは，速やかにその要否を決定

し，書面により，その旨を利用者に通知するものとする。 

２ 市長は，派遣が可能な手話通訳者を選考の上，書面により手話通訳者（第５条第

２項の場合にあっては，市町村等）に依頼するものとする。ただし，緊急時等やむ

を得ないときは，この限りでない。 

（利用者の負担） 

第８条 手話通訳者の派遣に係る利用者の費用負担は，無料とする。ただし，遠隔手

話通訳の利用において，利用者の端末機器を使用する場合，その通信に係る費用等

は，この限りではない。 

（タブレットの貸出申請） 

第９条 遠隔手話通訳に用いる市の所有するタブレット（以下「タブレット」とい

う。）を借り受ける聴覚障害者等（以下「借受人」という。）又はその代理人は，

手話通訳者派遣・遠隔手話通訳申請書（様式第１号）により市長に申請しなければ

ならない。 

（タブレット貸出の決定） 

第１０条 市長は，前条の規定による申請があったときは，速やかにその可否を決定

し，書面により，その旨を利用者に通知するものとする。 

（タブレットの貸出方法） 

第１１条 借受人又はその代理人は，前条の規定による書面にて指示された場所にて

タブレットを借り受けることとする。ただし，緊急時等やむを得ないときは，市長

は書面にて指示した場所によらず，借受場所について柔軟に対応する。 

（タブレットの貸出期間） 

第１２条 タブレットの貸出期間は，遠隔手話通訳の実施日の1週間前から1週間後ま

での最大２週間とする。 

２ 市長は，必要があると認めるときは，タブレットの利用期間を延長することがで



きる。 

（タブレットの目的外使用の禁止） 

第１３条 借受人は，タブレットを常に善良な管理者の注意をもって管理するものと

し，遠隔手話通訳以外に使用し，または他人に譲渡し，転嫁し，交換し，もしくは

担保に供してはならない。 

（タブレットの原状回復及び損害賠償） 

第１４条 借受人は，タブレットを損傷し，または滅失させたときは，原状回復しな

ければならない。 

２ タブレットを損傷し，または滅失した場合において，原状回復ができない場合

は，その損害を賠償しなければならない。 

（報告） 

第１５条 手話通訳者は派遣業務終了後すみやかに手話通訳者派遣業務報告書（様式

第２号。以下「業務報告書」という。）を市長に提出しなければならない。ただ

し，第５条第２項に規定する派遣については，この限りではない。 

（派遣の報償金） 

第１６条 市長は業務報告書により適正に手話通訳業務が行われたことを確認したと

きは，別表に定める基準により報償金を手話通訳者に支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，第５条第２項に規定する派遣に係る費用等の支払額

は，派遣場所の市町村等の規定に基づく額とし，請求に基づき当該市町村等又は当

該市町村等に登録されている手話通訳者に支払うことができる。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は，平成２６年８月１日から施行し，平成２６年４月１日から適用す

る。 

附則 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は，令和３年１月１日から施行する。 

附則 



この要綱は，令和３年７月１日から施行する。 

附則 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第１６条関係） 

項 目 基  準 金 額 

報償金 

利用者との待ち合わせ時間から

終了時間までを基準時間とす

る。（交通費相当額を含む） 

１時間まで ２，３５０円 

１時間を超えた場合，

３０分毎 
１，０５０円 


